
 

 

第一六三回 

閣第二四号 

   郵便法の一部を改正する法律案 

 郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）の一部を次のように改正する。 

 第八十四条第一項前段中「証票」の下に「又は郵便料金計器（郵便に関する料金の納

付のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物にはり付けることができる物に郵

便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。）の印

影その他郵便に関する料金を表す印影」を加え、同項後段中「証票」の下に「若しくは

郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影」を加え、「これを」を削り、

「受ける」を「受けた」に改め、同条第二項を次のように改める。 

  前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は、二千四年十月五日にブカレストで署名された万国郵便条約が日本国に

ついて効力を生ずる日から施行する。 

 （郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正） 

２ 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第▼

▼▼号）の一部を次のように改正する。 

  第十四条のうち郵便法第八十四条第一項の改正規定中「改め」を「、「納付」を

「支払」に改め」に改める。 



 

 

     理 由 

 二千四年十月五日にブカレストで署名された万国郵便条約の締結に伴い、郵便料金計

器の印影その他郵便に関する料金を表す印影の偽造等の処罰に関する規定を整備する必

要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 

 


